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直接取引 

                                                                 

 

 

 

 

                      

★登録                         ☆応募                

◆成立・取り下げ連絡                 
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                              （携帯用 QR コード） 
                              

不用品交換システム「リユースネットかまくら」は、鎌倉市不用品
登録制度に基づき、不用品を「譲ったり」「譲られたり」する橋渡
しをしています。お気軽にご利用ください 。 

●利用できる方 

・鎌倉市内在住、 

 在勤又は在学の方  

・原則として 

 品物を市内で受け渡せる方  

・転売など営利を目的としない方 

「リユースネットかまくら」 

《お問合せ先》 

NPO 法人 鎌倉リサイクル推進会議 

☎ 0467-32-9094  

平日 10:00～16:00 

http://rarara.kcn-net.org/  

 （携帯用 QR コード） 
 

《（NPO）鎌倉リサイクル推進会議》 

★登録された不用品情報を、審査後インターネットに掲示する。 

☆応募者に登録者情報（名字・電話・町名など）を伝える。 

◆取引が成立・取り下げの連絡を受け次第、掲示から降ろすなどの 

管理をする。 

《掲示場所》 

市役所ロビー、イトーヨーカドー大船店 

自宅のパソコンや携帯 

（承認日の翌月から３ヶ月掲示） 

《登録者》 

★譲りたい、譲ってほしい不用品を、イ

ンターネットや登録カードで登録す

る。《希望価格は 1 万円まで》 

◆取引が成立した時や取り下げるとき

は、事務局に連絡する。（必須） 

 

《応募者》 

☆インターネット上の不用品登録リスト

または、掲示板の個票に掲示されてい

る中から譲ってほしい・譲りたい品物

を探して応募する。 

☆登録者情報を受け取る。 

◎登録者に連絡し直接取引をする。 


